
 

 
 
 
 
 
 
 
 

～昭和５６年（１９８１年）５月３１日以前に建築に着手した 

         北区内賃貸マンションの耐震化について支援します～ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

限度額はすべて消費税込の金額です。 

 
 
 
 
 

耐震改修促進法（建築物の耐震改修の促進に関する法律）は、阪神大震災の教訓か

ら、1995 年 12 月 25 日より施行されている法律で、地震による建築物の倒壊等の

被害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、建築物の耐震改修の促進のため

の処置を講ずることにより建築物の地震に対する安全性の向上を図り、公共の福祉の

確保に資することを目的としています。 

 
   令和 8 年度より、委任払いを始めました！ 

   ※助成金の委任払いとは、申請者が指定した工事業者が助成金を直接受け取る制度です。 
 
 
 
 
 
 

・耐震診断に要する費用の１／２を助成 
            ※千円未満の端数切り捨て 

・耐震診断にかかる耐震評定機関での評定に要する費用を助成  

 診断助成 

限度額：  

５０万円 ＋ 評定費用助成 １５万円 

東京都北区          

賃貸マンション耐震化支援事業のご案内 

                       
（R8.4 現在） 

賃貸 

【相談及び申込先】 東京都北区都市整備部建築課構造・耐震化促進係 

 〒114-8508   東京都北区王子本町１－１５－２２ 

北区役所第一庁舎７階 4 番窓口 

          直通電話０３－３９０８－１２４０ 

（東京都北区ﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞ http://www.city.kita.tokyo.jp/） 

 

耐震についての豆知識 

     【建築物の耐震改修の促進に関する法律（概要）】 

http://www.city.kita.tokyo.jp/
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◆ はじめにご相談を  

 

 当事業は国の補助金を活用しています。そのため申請の「受付期間」や「助成金  

の受取り」時期に制限があります。ご相談はお早めにお願いします。 

 

 

 

 

 

◆助成対象となる建築物 次のすべてに該当する建物 

 

① 北区内にある賃貸マンション（※）で、昭和５６年（１９８１年）５月３１日以

前に建築に着手し、その後新耐震基準に適合する改修を行っていないこと。 

② 地上３階建て以上の非木造の共同住宅であること。 

③ 延床面積の１／２以上が住宅の用に供する建物であること。 

④ 建築基準法等に基づく指導を現に受けていないこと。 

・その他、要件がございます。詳しくは、北区ホームページで公開しております、東京

都北区賃貸マンション耐震化支援事業実施要綱第４条をご確認ください。 

 

（※）「賃貸マンション」…この事業では、２以上の区分所有者が存在しない共同住宅で、地

上３階建て以上の建物で非木造のものをいいます。 

 

 

◆対象者及び対象者の要件  次の①、②の要件を満たす方 

 

① 賃貸マンションの所有者。ただし、所有者が法人の場合は、中小企業者（中小企

業基本法第２条第１項各号に規定する中小企業者であっても、宅地建物取引業者

は除く。）に限ります。 
② 住民税を滞納していないこと。法人の場合は、法人住民税を滞納していないこと。 

 

 

 

 

 

 

■制度の概要■ 

各助成の承認申請期間は４月から１２月、助成金交付申請の期間は４月から

１月です。同一年度内にすべて完了する必要があります。 

委任払いを希望する場合は、事前にご相談ください。 
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※助成承認申請は４月から１２月まで、助成金交付申請は４月から１月まで受付可能です。 

※評定等の期間も、検査機関に確認し、工程表に加味してください。 

 

  申請者 書類等の流れ 北区 

  

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

                     

 

 

 

           

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

        

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

マンション耐震化支援事業の手続きの流れ 

〇事前相談 

・案内図 ・工程表 

・配置図 ・見積書 

・建物概要書 

又は診断計画書 

・その他 

〇助成対象承認申請 
※必要書類は以下の各事業
ページを参照願います。 
・診断助成     .P3 
・Q＆A       .P4 
※委任払いを希望する場合
は、事前にご相談ください 

申し込み 

回答 

（※回答まで２～３週間） 

（※決定通知まで２～３週間） 

〇事業の契約・着手届出 
・着手後速やかに、着 

手届一式を提出 
※必要書類は、各事業ペー
ジ参照 
  

〇事業完了報告と交付申請 
 完了後速やかに、かつ締

め切り日までに、必要書
類一式を提出 

※必要書類は、各事業ペー
ジ参照 

 

承認・不承認 決定

通知 

（※決定通知まで概ね１カ月） 

〇助成金請求 

交付・不交付 決定通知 

（※入金まで概ね１カ月） 

〇助成金受領 
助成金交付 

申請 

届け出 

交付申請 

請求 

〇現地確認 
〇要件の確認（建築基準

法の適法性等） 
〇事業スケジュール、交

付申請期日の確認、 
〇助成金額算定 
〇予算照合 
 
 

〇承認申請受付 
〇内容審査 
〇関連部署への合議 

〇スケジュール、見積書と
工事金額に差異が無いこ
とを確認 

〇交付申請受付 
〇内容審査 
〇関連部署への合議 
〇予算照合 

〇助成金支払い手続き 
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診断方法  「第２次診断」又は「第３次診断」方法（鉄骨造の場合は、診断次数はありません）。 

 

助 成 額 耐震診断費用の 1/2、限度額５0 万円。１棟につき１回助成を受けることができます。 

 

主な要件  耐震診断後、耐震評定機関（P4 参照）の評定を受けること 

     ※その他、要件がございます。詳しくは、北区ホームページで公開しております、

東京都北区賃貸マンション耐震化支援事業実施要綱第４条をご確認ください。 

      
     

    
     

   

診

断

助

成 

承認申請（診断前）  

（１）「賃貸マンション耐震化支援事業助成承認申請書」 

（２）案内図 

（３）居住部分の確認できる写真（建物全体、マンション名称の確認できるエント

ランス部分、集合郵便箱部分の３枚） 

（４）居住部分の申立書（居住部分のみか、店舗等があるかの申立書） 

（５）マンションの建物の登記事項証明書（発行後６か月以内のもの） 

（６）耐震診断に要する費用が明示された見積書の写し 

（申請日現在有効な見積書。診断方法の細目が記載され、診断箇所の図面を含むもの） 

（７）マンションの建築の着手日及び延床面積を確認できる書類の写し 

（８）住民税納税証明書（直近のもの：共有名義の場合名義人全員分） 

（９）同意書（建物の所有者が複数の場合） 

（1０）法人現在事項全部証明書（申込者が法人の場合） 

（1１）法人住民税納税証明書（申込者が法人の場合：直近のもの） 

診断着手 

（１）賃貸マンション耐震化支援事業着手届 （２）契約書の写し （３）工程表 

診断完了 

（１）耐震診断結果報告書の写し（発行日から６ヵ月以内のもの） 

（２）耐震診断の領収書の写し（発行者押印、発行日、マンション所有者名の記載

があるもの） 

（３）耐震診断委託契約書の写し 

（４）耐震診断の評定書の写し 

（５）評定費用の領収書の写し 

（６）賃貸マンション耐震化支援事業承認通知書の写し    

（７）賃貸マンション耐震化支援事業助成金交付申請書 

（８）賃貸マンション耐震化支援事業助成金請求書   

（９）支払金口座振替依頼書 

（10）受領委任状及び耐震診断に要した費用の請求書の写し（助成金の委任払いを

希望する場合） 

 診断助成             

 

助成承認申請は４月から１２月まで、助成金交付申請は 4 月

から 1 月まで受付可能です。 
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申請時の見積書  1 社必要 

◆Ｑ＆Ａ◆ 

 

≪マンションの建築の着手日を確認できる書類とは≫ 

 

Ｑ１） 承認申請時の提出書類として「マンションの建築の着手日を確認できる書類」とあり

ますが、これは何ですか？ 

Ａ１） 建築確認通知書の写し、または検査済証の写し等です。 

 

Ｑ２） 両方とも無い場合はどうすればよいですか？ 

Ａ２） マンションの建築確認年月日及び竣工年月日が確認できる証明書類等を提出してくださ

い。 

≪東京都耐震マークについて≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐震診断済：耐震診断により耐震性が確認された建築物 

 

北区建築課建築指導係では、区で建築確認や検査を実施した建物等について、 

記載事項証明書を有料で発行しています。 

【お問い合わせ先】東京都北区都市整備部建築課建築指導係 

北区役所第一庁舎７階９番窓口 TEL：3908-9164 

旧耐震建築物で耐震基準への適合が確認された建築物に 

対して、東京都では耐震マークを交付しています（無

料）。 

                 

      
            

 

  

※「評定」とは何ですか？ 

 耐震診断及び耐震改修計画の内容について、第三者機関が検討結果を評価する

ことをいいます。第三者機関については、次ページに一覧を記載しています。 

「評定」について 
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≪耐震評定機関一覧（東京都耐震ポータルサイトより）≫ 

 

令和２年２月 21 日時点 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


